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分譲マンション管理の社会的支援に問する考察
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/
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GraduateSchoolofHumanL)'feScJ'ence,OsakaCL'tyUn)'vezTSJ'tY

'FacultyofHumanLL'feandEnvJ'TOnment,Hel'anJogakuL'nUnL'versIty

Summary

Thisstudyistriedclarifyingsubjectsofconstructionthesocialsupportsystemsbygrasp ofthecondominium

managementpolicyoftheState,thelocalgovernment,andaCOA-S●Union.

Wesurveyedthedevelopmentprocessofcondominium administrationfollowingflVeterms:①thecondominium'

sellingcontrolterm,②managementproblem controlterm,③condominium maintenancecontrolterm,④controlby

thelocalgovernmentpolicyterm and@thelaw establishmentterm.Thefeatureofthedevelopmentprocessof

administrationsupportischangedfrom "theproblemfollowingtype''tothe"theproblempriorcontroltype.
1I

Andwemadesurefbllowlngthings:Theexecutiontocondominium managementoftownsandvillageslevelis
●

notenough thanthatofprefecturesandordinance-designatedcitieslevel:anditneedstotheactiveexecutionofa

cities,townsandvillageslevel.

Fornextstudy.itisrequiredtoinvestigatearequestofaresident.toclarifythenecessityforthepubliccontrol

tocondominiummanagement,andtoestablishtheSocialSupportSystemf♭rcondominiummanagement.

●CoA一一一一一一CondominiumOwnersAssociation

Keywords:分譲マンションCondoinL'nL'um,分譲マンション管理 CondomJ'nl'umManagement,

社会的支援 SocL'alSupport,管理組合団体 COA(CondomJ'nlumOwnersAssociation)'sUnL'on

1 序論 いるなど､都市居住形態 として定着 しているといっても

1.1 研究の背景及び目的 過言ではない｡

昭和30年代から都市圏を中心として供給が始まった分 分譲マンションは戸建て持家住宅 と同様に個人の財産

譲マンションのス トックは､平成12年には約394万戸 と であるため､その管理は専有部分については区分所有者

推計されてお り､1'約1千万人がマ ンションに居住 して が責任を持ち､共用部分については管理組合が責任を持

(1)
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って行うようになっているが､その区分所有形態の建物

であることによって､戸建て住宅に比べ管理における問

題が複雑に生じている｡特に共用部分の管理の際には区

分所有者の合意形成を図らなければならず､ トラブルも

少なくない｡(財)マンション管理センターに寄せられ

る相談事例を見ると､運営管理､維持管理､生活管理な

ど､管理の全般に及び､相談件数も増えつつあり2'､根

本的な管理問題はまだ解決されていないといえる｡

このようなトラブルを解消するために､マンション管

理には計画性と専門性が求められるが､管理主体である

管理組合にこのような要素は必ずしも整っているとはい

えないため､マンション管理に対する適切な内部管理シ

ステムづ くりとともにこれを外部から強力に支える社会

的支援のシステムの確立が不可避である｡

建設省の麦島健志 (1986)は ｢マンションは土地の高

度利用,不燃化という公共的要請に応えていく住宅なの

で､供給 ･管理にも公的対応をすべきである｣3)と述べ

ており､梶浦恒男 (1988)はマンション管理行政として､

周辺環境を考慮した町づくり的側面､欠陥住宅に対する

消費者保護の立場､住民間のコミュニティ育成､非専門

家としての管理組合の救済策など､4点が必要であると

し4)､社会的支援の中でも特に公的支援の必要性につい

て強調している｡

また､東京都の住宅政策審議会答申で分譲マンション

の維持 ･管理に対する行政関与の必要性について述べて

おり5)､他の地方自治体の住宅関連審議会でも分譲マン

ションの管理に対する行政支援について検討している｡

さらに､2000年12月 ｢マンションの管理の適正化の推進

に関する法律 (以下､マンション管理適正化法とする)｣

が施行されており､第5条には､｢国及び地方公共団体は､

マンションの管理の適正化に資するため､管理組合又は

マンションの区分所有者等の求めに応じ､必要な情報及

び資料の提供その他の措置を講ずるよう努めなければな

らない｡｣と定めているなど､マンション管理に対する

行政対応の必要性が重要となってきていることがわか

る｡

従って､本研究では分譲マンションの社会的支援のシ

ステム構築のため05基礎資料とするため､各部門の取り

組みを把握し､社会的支援の特徴をまとめて傾向を把握

することにより､今後の社会的支援の方向を予測する｡

さらに､それらを総合し､社会的支援のシステム構築の

ための課題を明確にすることを目的とする｡

なお､本研究の中に述べられる社会的支援は次のよう

に定義する｡分譲マンション管理における社会的支援と

は､マンション管理主体である管理組合の管理行為を外

(2)

部の団体または個人が何 ら.かの形で支援することを示

す｡社会的支援の範囲としては､国や地方自治体を含め

た公的支援､専門家または専門家団体､管理組合団体､

企業による支援などがあげられる｡

1.2 既往研究の到華点と本研究の位置付け

これまでのマンション管理に関する研究や報告は大き

く二つに分けることができる｡一つはマンション管理の

際に起る問題を解決するための管理の内部システムに関

する研究である｡

管理の内部システムにかかわる研究は管理費用の研究

や管理行為の研究､修繕計画の研究､運営管理の研究等

があり､すでに多数行われている｡6)

もう一つは､マンション管理に対する社会的支援のシ

ステムに由するものである｡いままでマンション管理に

対する社会的支援のシステムに関しては､梶浦恒男の

『分譲集合住宅の管理に関する一連の研究』7)でこのテー

マに関して触れているが､日本の例ではなくアメリカの

事例をあげてお.り､日本の場合を検討する必要がある.

それ以外に､研究論文ではないが､マンション管理にお

ける行政の取 り組みについての一連の報告8)があり､マ

ンション管理に対する行政の取 り組みの重要性が強調さ

れてきた｡社会的支援に関する研究論文では､準公的機

関9'とマンション管理との関係を検討する研究10)があり､

国､地方自治体の取り組みや民間団体の取 り組みを社会

的支援のシステムの課題として取 り上げた研究は見当た

らない｡

従って､本研究では国､地方自治体､その他地方公共

団体､管理組合団体､外郭団体､専門家等のさまざまな

社会的支援の内､国に加えて特に､地方自治体及び管理

組合団体の取 り組みを把握することによって既往研究の

成果を一歩前進させることが狙いである｡

1.3 研究方法

国 ･地方自治体 ･管理組合団体3部門の取 り組みを把

握するために､次のように調査を行った｡

国の支環の現状をつかむため法律やこれまで実施され

た分譲マンションに関する行政監察結果報告書等の文献

調査を行った｡又､地方自治体の支援を把握するために､

東京都､横浜市､大阪市､京都市､神戸市等5つの自治

体へのヒアリング調査を行うとともに､全国都道府県及

び市町村を対象としてアンケー ト調査を行った｡アンケ

ー ト調査q)対象は全国の自治体の中でも､一定水準以上

のマンション数を有する125自治体を対象としてアンケ

ー ト調査を行い､116通の回答を得た｡回収率は92.8%
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である｡ (表1)

表1.アンケー ト調査の概要

対象 配票件数 回収件数 回収率(%)
■

都道府県 26 23 88.5

政令指定都市 12 ll 91.7

東京23区 23 23 100.0

市町村 64 59 92.2

管理組合団体の取 り組みに関しては､2002年5月近畿

圏の管理組合団体4団体にヒアリング調査を行った｡‖)

2 マンションに対する行政施策の発展過程

これまでのマンション管理に対する社会的支援は主に

行政による取 り組みであり､表2の年表を見ると､特徴

的な5つの時期に分類できる｡以下各時期を概観する｡

2.1 マンション販売指導期

マンションが大都市を中心として供給され始めたと

き､マンションはそれまでになかった住宅タイプだった

ため､それにともなう問題発生も少なく/なかった｡その

ような問題発生に対応できるようにマンション販売に関

連した指導がもっとも初期に行われた｡

マンションの販売にかかわる指導は､大きく広告に関

する指導と取引に関する指導に分けることができる｡

1967年旧建設省の通達 ｢宅地建物取引業法の一部を改

正する法律及び同法施行令の一部を改正する政令の施行

について｣の別紙 ｢宅地建物の広告の表示について｣に

より､広告に対する指導を行っている｡その-指導の骨子

は､所在地､面積､工事状況､設備､価格などを詳細に･記

載することであった｡また､1971年には｢宅地建物取引業

者の指導監督について｣という通達を出して､主にマン

ション販売での誇大広告防止に対する指導をしている｡

つぎに､取引に関する指導としては､分譲マンション

の取引に関連して購入者からの苦情が増加する傾向に対

して､1976年に ｢宅地建物にかかる取引条件の明確化､

工事施工の適正化､建築物の設計及び工事監理の適正化

等について｣の通達が出さ.れているが､これは共同住宅

の取引に関連して､購入者からの苦情が増加する傾向が

見られ､購入者の利益を保護するために､宅地建物に関

する取引の公正性と工事施工の適正化を一層推進すると

ともに､建築物の設計及び工事監理業務の適正な執行を

図り､あわせて苦情処理体制を一層整備することが肝要

であると考えられたため､宅地建物取引業者､建設業者､

建築士等に対する措置を明らかにした｡その後､1982年
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には住宅宅地審議会で､｢宅地建物の取引の公正と流通

の円滑化を図るための宅地建物業制度上溝ずるべき措置

について｣の2次答申が出されている｡

2.2 管理問題指導期

マンション居住者が少しずつ増え､マンション生活に

慣れていくなかで､マンションの管理に関する問題が発

生するようになり､それらの管理問題に対する指導が行

われる投階である｡

管理問題に対する指導は管理組合の運営等にかかわっ

てくるので､運営管理をスムーズに行うための援助等も

含めた指導が行われた｡

1978年の行政監察で取引の適正化等とともに ｢管理の

適正化｣に対する調査を行っているが､管理組合を設立

していないこと､管理費の設定が居住者に不利になる恐

れがあることがわかり､宅建業者に対し､マンション分

譲時に管理組合を設立すること､管理規約及び管理委託

契約の標準案を提示することにより購入者にとって不利

なものがないよう勧告を行っている｡以上のように､管

理規約や委託管理業務に対する トラブルが指摘され､

1982年住宅宅地審議会の答申により ｢中高層共同住宅標

準管理規約｣と ｢標準管理委託契約書｣を定めるように

なった｡このように管理規約や委託契約書のモデルを提

示し､管理の適正化を誘導したのである｡

1985年には､分譲マンシヲン管理業の発達により良好

な住生活の確保を目的とし､｢中高層分率共同住宅管理

業者登録規定｣を告示し､管理業者登録制度を発足させ

た｡さらに､1987年には､登録業者の責務や管理員教育

の充実を述べた管理業務処理準則を定めた｡ しかし､

1991年の行政監察で､標準管理委託契約書のが充分活用

されていないことと登録菓者を承知している管理組合が

少ないなど､管理業者登録制度の不備がわかり､管理委

託契約書案を作成する際に､標準管理委託契約書を指針

として活用すること､管理組合への標準管理委託契約書

の周知に努めること､登録制度が有効に機能するような

方策を講ずることなどが勧告された｡

2.3 維持管理指導期

管理､特に運営管理のつぎに起る問題は､維持管理に

関する問題である｡維持管理は小規模のメンテナンスか

ら始まり､大規模修繕に至るまで幅が広 く､かつ技術的

知識も必要とされるため､素人である区分所有者にとっ

ては困難な点が多いので､特に外部からの技術的支援が

必要とされることとなる｡

維持管理等にかかわる指導は､主に大規模修繕に関し
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表2 マンション管理取り組み年表

生活科学研究誌 ･Vol.1(2002)

年 ty及び嶋方自給体 管理組合団体発足その他

マン 1962 r嶋鴨区分所有に関する法律｣網定 日本住宅管理組合凄絶嶋鐘会発足NPO捷入京義マ>'シヨン管理対策協鐘会NPO法人岬西分義共同住宅管理組合協鐘会発足中経分義共同住宅管理組合協1967t96919711973I976I978I980198t1982 r宅蝿縫物敬引集軌 改正JL絞省通達 r宅地縫物取引業青嶋の指導ttについてJ,r分義共同住宅の安全の儀保についてJJL毅省住宅局 :民間共同住宅の管理など夷義JI董央Jt宅嶋鐘的にかかる取引条件の明儀化,工事JL工の適正化.鐘義物の設計及び工事

シヨ 管理のjB正化尊に関する通達(鶴毅省)

ンの 義轟庁行故t嚢局:分義マンションに舛

艦光線嶋Jl する行政監嚢 r分轟マンションの現状と闘¶点J宅JI縫物敢引義法改正鐘敵省:分義マンションの全四JI董(第 1早)住宅宅嶋義鐘会答申 r電場JA物の壌引の

公正と漬jLの円滑化e阿るための宅穐JA鋤簾網虞上麟ずるべき繕■についての第2次答申J 鐘発足

鼻･l883..1●一一l●舶l%-1舛7/1%8L 讐糧納 )霊貴所*軌 の改

/.ノ∴>p/㌔ 日,lI >ト重義轟 書(光義遍讐正員)Liや幕I分霊準申‥,

I::ドγ.∴ マイ÷.㌢サイ _申 _ ー

_/J∴ ■.

-

-.Jヽ:.

年 EA及び地方自治体 管理線合田件発足その他

雛挿管 199lI99219931994199S1997 総務庁行政藍豪 ..中轟層分義共同住宅の管理尊に関する行政監察中高層分轟共同住宅に飾る管理の義正化及び取引の公正の縞保について (通逮)JI救貧 ;住宅性能保鉦樹齢 こ舛する通達建設省:分義マンションの全Eg{査(第3回)分義マンションに開する基礎綱董 (神戸市)中高層分轟共同住宅管理業者登録規程の改正 NPO法人 横浜マンション管

理の 住宅金融公儀 :儀良中古マンション融責

相響 剛度

期 住宅金融公庫 :儀良分轟住宅鐘毅.曽入

責金融責でマンションの義持管理条件 理組合ネットワーク発足

を憂件化 NPO法人 奈良県マンション

義災区分所有建物の再建などに叩する特別8Ml法義行標準管理規約の改正-田地g.単機軌 管理組合連合会発足宝尊マンション管理組合協鐘

複合用途型鑓改省 :定期借地権付き分離マンション管理ガイ ドライン作成総務庁(北緯道管区局):分義マンションの管理等に関する実雛綱董 会発足

芳 199TlniI999 分義マンシヲン岬濃義縫合答申 (真束義)雛養庁斤軟艦象 :中幕JI分義弟Mf住宅の管糧及び取引に叫する穐方行毅艦嚢住宅金嶋公′ :儀良材一住宅徽挿管糧体 かながわマンション讐I組合

榊鴨の豊嶋剛度

5 r住宅島貫儀鍵の鋸義に岬する捷韓J虞

JL篤農 立 ネットワーク発足義鐘鎗:分JrTンシヨンの金庫{霊(鴨+ 霊北マンション管鶴亀合蓋合

男 困)身義寸ンシヨン剛漉義鑓重さ申 (儀浜市)分Jtやンシタン瞥糧に岬する{象..(真食義.柵声帯) 会発足

法律 200020012002 rマンション管理適正化法｣公布住宅金融公摩 :修繕積立金債券剛度劇股全国轟道府県及び政令指定書市にマンション管理相銀恵口毅dl管理アドバイザー剛度実施 (真束轟)マンション管理支櫨機構毅dl (大阪市)Eg土交通省 :マンション管理対策室数dl かわさきマンション管理組合

の桝 マンション管理士 .管理主任者,熊一回 ネットワ-ク発足

定期 Jt格紋徽 阪神マンション管理組合鎗縫

(4)
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て行われた｡特に､長期的視点で､大規模修繕に際して

求められる費用を準備するよう修繕積立金制度を取 り入

れることを指導 した｡また､1985年には国の外郭団体と

して発足した (財)マンション管理センターにより､長

期修繕計画や維持保全業務マニュアルが作 られるなど､

管理組合への直接的支援がなされるようになった｡1991

年の行政監察の結果､長期修繕計画を策定 していない､

策定していてもそれに基づいた修繕積立金を算出してい

ない管理親合が多いことがわか り､12)長期修繕計画の作

成を管理組合の業務の一つとして標準管理規約に位置付

けることを検討すると共に､総合的長期修繕計画のモデ■
ルを提示することが勧告された｡

また､その後住宅金融公庫のマンション共用部分リフ

ォームに対する資金面の支援､1993年住宅性能保証制度

及び1999年 ｢住宅品質確保の促進に関する法律｣が実施

された｡

2.4 地方自治体施策展開期

マンション管理による問題､ トラブルは極めて個別性

を持っているため､一般的でかつ強制力がない指導のみ

では効果が得にくい｡例えば､標準管理規約策定以降､

管理規約にかかわった トラブルがあったため､標準管理

規約の周知を勧告したが､標準管理規約のことを知らな

い管理組合が約4割13)あり､行政監察による勧告の効果

は全ての管理現場に届いていないと考えられる｡従って､

国による支援を受けて､地方自治体による本格的取･り組

みが開始されることとなる｡

地方自治体によるマンション管理施策の取 り組みが強

化されるようになったのは､マンション行政の個別性へ

の考慮のためである.t考えられる｡1987年総務庁近畿管

区行政監察局が実施 した地方行政監察の結果､｢マ ンシ

ョン管理行政の現状 と課題｣という報告書が出されたが､

そのなかでは ｢-これらの施策は､建設省の行政指導の

範囲にとどまっそお り､地方公共団体が関与する仕組み

とはなっていない｣とマンション管理に対する行政の対

応について指摘 している｡さらに今後の検討課題として､

都道府県地域の行政機関での施策を検討するよう､具体

的方策などをあげて指摘 した｡14)しかし､しばらくは各

地方自治体での動きは少なく､1990年代に入ってから各

自治体での住宅審議会や住宅政策懇談会等の答申により

マンション管理に対する取 り組みがみられるようになっ

た｡

2001年には全国の都道府県及び政令指定都市等にマン

ション管理相談窓口が設置されるようになった｡

地方自治体のマンション管理に対する取 り組みは第 3

(5)

節で詳しく述べることとする｡
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2.5 マンション管理の法律制定期

上述 したマンション管理施策段階は最終的に､法律を

制定する段階に至ることになる｡

いままでマンションに関連 した法律は ｢建物の区分所

有等に関する法律｣で共用部分等の管理及び合意形成に

関する項目を規定 しているのみだったが､近年になり､

マンションの管理に関する総合的施策として法律が定め

られることになった｡

第1節でマンション管理の必要性について述べている

が､このようなことから､マンション管理の適正化を図

り､良好な居住環境の確保を図るため､区分所有者や管

理組合に対する相談 ･支援体制を整備するとともに､マ

ンション管理業者の登録制度を実施する等の措置を講ず

るために ｢マンション管理適正化法｣が制定された15)0ヽ

この法律では､国及び地方公共団体の措置､マンション

管理士､マンション管理業者の義務､マンション管理適

正化推進センター設置等に関する内容が含まれている｡

2.6 行政による支援の発展過程の特徴

以上､これまでどのような取 り組みがあったかを時期

別に見たが､具体的な年度別取 り組みは表2のとお りで

ある｡行政による支援の発展過程の特徴を見てみると､

当初の行政の支援は消費者保護や居住者教育の側面でマ

ンションの取引や管理委託契約､維持管理に対する指導

を行っていたが､その後は､各部門の連携を図り､マン

ション管理の根本的問題を解消 しようとする傾向があ

る｡つまり､行政による支援の仕方は問題が発生 し苦情

がでた時､後から解決する ｢問題後追い型｣から ｢問題

事前対応型｣に移行 しつつある｡(図1)

また､指導の対象 も､.トラブルの対象 となる宅建業

者 ･分譲業者や管理業者及び管理組合から､社会的支援

のシステムづ くりのために連携を図らなければならない

各部門へと変っている｡

総 じて規制行政から支援行政-の移行が期待されてい

ると､いえる｡
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指導理由 婚it内亭 柑jt対義

胃 5 i ~ 完 ;i i=._

勘 考準の制定叩

図1 行政による支援の発展過程の特徴

3 地方自治体における分譲マンション管理への

支援状況

3.1 マンション管理担当窓口の状況

各自治体でマンション管理にかかわった行政施策を､

取 り組んでいる担当部門の有無について調べた結果､担

当部門を設けている自治体は84自治体 (72.4%)､設け

ていない自治体は32自治体 (27.6%)だった｡その中で

も都道府県､政令指定都市､区レベルではほとんど担当

部門を設けていたが､市レベルでは担当部門を約半分程

度しか設けていないことがわかった｡16)

担当部門の有無

2㌢ .忠

職 員 敢
不 明 0人

図2 担当部門の状況

(6)

次に､自治体でマンション管理施策にかかわっている

職員数を見てみる｡担当部門でマンション管理施策にか

かわっている職員は ｢2人｣が34.5%でもっとも多 く､

政令指定都市レベルでは ｢4人以上｣がもっとも多かっ

たが､都道府県レベルでは ｢1人｣がもっとも多く､他

の自治体に比べ職員数がもっとも少なかった｡17)全体の

平均職員数は2.4人だった｡担当部門の有無及び職月数

の割合は図2のとおりである｡

3.2 分譲マンション管理に関する施策取り組み状況

各自治体のマンション管理への取り組み状況を基礎内ヽ

容把握､情報提供､管理行為支援の3つに分けて調べた｡

①基礎内容把握

基礎内容把握は､各種調査研究､自治体内部での関連

審議会開催などがあげられる｡

マンション実態把握等､調査 ･研究実施の有無は､

｢調査 ･研究を行った｣又は ｢計画中である｣自治体が

68自治体 (58.7%)で比較的高い比率だった｡

②情報提供

情報提供で主に見られる取 り組みは各種資料の配布､

セミナー ･議演会等の開催､居住者を対象にした学習支

援等がある｡

マンション管理組合や居住者を対象に情報捷供を行っ

ている自治体は62自治体 (53.4%)ある｡その内訳を見

ると､都道府県 (78.3%)､政令指定都市 (100.0%)､区

(78.3%)レベルでは高い比率だが､市レベルでは1万戸

以上の市が9自治体 (37.8%)､1万戸未満の市が6自治体

(17.1%)のみが情報を提供していることがわかる｡情

報提供の方法は ｢直接取りにくる人に渡すなど､必要な

人に提供する方法｣が67.2%､｢講演会やセミナーなど

を行う｣方法が59.0%､｢インターネットを通じて｣.が

19･70/O､｢自治体の公報などで｣が16.40/Oだった.

つぎに､セミナー等の開催の有無を見てみる｡セミナ

ー､講演会などを｢定期的に実施している｣自治体は45自

治体 (38.8%)､｢不定期的だが､行ってきた｣自治体が

11自治体 (9.6%)､｢今後計申中である｣自治体が8自治

体 (6.9%)で､セミナー等の開催を施策として実施 ･

検討している自治体が64自治体で55.2%の割合だった｡

③管理行為支援

管理行為支援のための取り組みは､相談やア ドバイス､

専門家育成 ･派遣による支援､マンションの補修や改善

にかかる費用に対する金融面での支援などがある｡
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相談やア ドバイスに対応 している自治体は76自治体

(65.5%)あり､対応している人は､｢自治体の職員｣が

62自治体 (82.7%)●でもっとも多 く､｢外部団体に依頼

している｣(26.7%)､｢有給の専門家が担当している｣

(18.7%)の順になっている｡

相談 ･アドバイスへの対応者を外部の団体や職員以外

の専門家に依頼している自治体は45.4%見られたが､実

際専門家の育成は3自治体 (2.6%)､派遣は17自治体

(14.7%)で低 く､今後専門家育成 ･派遣を活発に行う

ことが期待できる｡

つぎに､財政面での支援について見ると､マンション

の補修や改善のため､｢財政面での支援を行っている｣

自治体は42自治体 (36.2%)､｢計画中である｣自治体が

5自治体 (4.3%)見られた｡

以上の各取 り組みを自治体の規模別に見ると表3のと

おりであり､都道府県レベル､政令指定都市レベル､東

京23区は比較的施策として取 り組まれている場合が多い

が､市町村レベルでは平均に満たないことがわかる｡特

に情報提供投階ではその差が大きく､管理行為支援段階

でも専門家にかかわった施策以外は差が大きく見られ

た｡以上述べた取 り組みは､5割以上の自治体で実施 し

表3 自治体規模別取り組み

単位 :鷲

取り組み 蔀道府 政令持 東京23市町村(1万 市町村(1万 全体

県 定都市 区 戸以上) 戸未演) (%)

各種綱査.研究 30.4 90.9 82.6 45.8 20.0 46.6

規準.モデル作成 0.0 3.0 1.4 0.0 0.0 0.6

管理組合への情報捷供 78.3 100.0 78.3 37.8 17.1 53.4

セミナー.耕演金開催 65.2 81.8 60.9 20.8 5.7 38.8

交流会開催､学習支壌 17.4 45.5 34.8 4.2 ll.4 19.0

専門家育成 8.7 9.1 0.0 0.0 0.0 2.6

専門家派遣 4.3 18.2 43.5 8.3 5.7 14.7

相散.アドバイス 95.7 100.0 95.7 45.8 28.6 65.5

(7)
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ている相談相応や情報提供を除くと､施策の取 り組みが

それほど積極的に進んでいるとはいえない｡施策の取 り

組み状況は予算の問題や自治体の全体状況とも関係があ

ると思われるが､マンション管理部門のみで考えると､

担当部門の有無及び職員数がもっとも関係があると考え

られる｡ .

3.3 施策取り~∵組みの時期及びきっかけ

施策に取 り組み始めた年度を見ると (図3)､取 り組ま

れた施策は徐々に増加していることが分かる｡その中で

特に相談 ･アドバイスへの対応において1995年以降著し

い増加が見られた.また､マンシヨ.ンの管理適正化法の

影響も大きいと考えられるので､マンション管理施策が

これからさらに広がる可能性があると予想できる｡
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-■ー 専門象漬遭 -儀一 惰轍提供 -●■-相緋対応

図3 取り組み年度別累計

施策取 り組みのきっかけ 8)としては､｢住宅施策担当

部局で独自に検討 した結果､必要だと思ったので｣が全

施策にわたってもっとも高い比率を見せた｡ その次に､

専門家派遣､相談 ･ア ドバイス､金融 ･資金面の支援､

モデル ･ガイドライン作成､セミナー開催等は ｢国など

の指導で｣が､調査 ･研究､セミナー等の実施､相談 ･

アドバイス等の施策は ｢マンション管理適正化法の動き

があったので｣が多かった｡

4 管理組合団体におけるマンション管理支援

4.1 管理組合団体の分布

各地域で管理組合連絡協議会や連合会の形で交流会や

相談会を開く等､管理組合間のネットワークづ くりを行

っている団体を管理組合団体といい､全国で25団体ある

ことが把握された｡

各地域の団体数は表 4のとおりである｡

長年マンション管理に携わってきた人たちが行政との
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連携 により施策にかかわる場合 も含め､相談業務､セミ

ナーや講習会､情報提供や交流会など情報発信 ･啓発､

機関紙やガイ ドブック発行､行政への要請及び連携薮

管理組合に対する支援の役割を果たしている｡

表4 管理組合団体の分布

団体数 団体名

育 ll NPO法人 横浜マンション管理組合ネットワーク

(仮称)横須架マンション管理組合ネットワーク
かながわマンション管理組合ネットワーク
かわさきマンション管理組合ネットワーク
日本住宅管理組合連絡協議会

# 肝0法人埼玉県マンション管理組合連合会

蘭 千葉市集合住宅管理組合協議会
浦安市集合住宅管理組合連合会
集合住宅管理組合センター

船橋市マンション管理組合協議会
NPO法人埼玉県マンション管理組合ネットワーク

近 5 NPO法人東森マンション管理対策協議会

-NPO法人奈良県マンション管理組合連合会

畿 NPO法人関西分譲共同住宅管理組合協議会
聞 宝等マンション管理組合協議会

阪神マンション管理組合協議会

九州圏 4 NPO法人福岡マンション管理組合連合会 (福岡)

NPO法人福岡県マンション管理組合連合会 (北九州)
NPO法人熊本県マンション管理組合連絡協純金

大分県マンション管理組合センター

そ 5 中部分線共有住宅管理組合協議会
東北マンション管理組合連合会

の 社団法人北海道マンション管理組合連合会

他 NPO法人広島県マンション管理組合連合会

4.2 管理組合団体の支援

本箱では管理組合団体を管理組合の連絡協議会として

活動 している団体 と定義 している｡

管理組合団体のマンション管理への支援は､地方自治

体 と同様､情報収集及び情報発信､そして トラブル解消

があげられるが､それに加えて､地方自治体との連携が

あげられる｡アンケー ト調査による地方自治体 とマンシ

ョン管理関連団体 との連携をみると､その中では､管理

組合団体 との連携の割合が もっとも高いことが分かる

(図 4)｡ その連携の内容及び方法は図 5のとお りであ

り､地方自治体の取 り組みのなかで管理組合団体 との連

携が占めている部分は少なくないものと推測できる｡

①情報収集

管理組合団体は､情報収集のために､会員になってい

るマンションを対象に､アンケー ト調査を行った り､他

の管理組合団体 との交流を通 じて情報を収集 した りす

る｡
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マンション管理の専門家団体との
連携がある
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いくつかの個別の管理組合との連
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図4 地方自治体と管理組合団体との連携 (複数回答)
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図5 地方自治体と管理組合団体との連携内容及び方法

②情報発信

情報発信は管理組合団体の支援のなかでもっとも多 く

占めている｡セ ミナーや管理組合の交流会を開催 し､ま

た勉強会や研修会を開催することによって管理組合が自

ら動 くように働 きかけている｡また､ガイ ドブックや管

理マニュアルの提供や､機関紙の発送などの資料提供も

活発に行っている｡

③問題解消

管理組合団体のメンバーは長年マンション管理に携わ

ってきた人が多 く､経験に照 らしてア ドバイスできる人

も少なくないと思われる｡

また､管理組合団体のほとんどが離間弁護士や建築士

と連携することによって､専門 ･技術相談に対応するこ

とを試みていた｡

(彰地方自治体 との連携

地方自治体 との連携は主にセ ミナー等の共催､相談業

務の受託､マンション関連調査の受託などがあげられる｡
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5 結論

5.1 まとめ

これませのマンション管理に対する社会的支援を時期

別にわけると､5つの時期にわけられるが､広告.･契約

に関する販売時の指導､マンションを購入し､生活に適

応していくなかで発生する運営管理 ･維持管理にかかわ

った指導の取 り組みが始まり､そのほとんどが国主導で

行われている｡このような国の取 り組みは法律の改正､

行政監察による勧告等の形で見られる｡

行政による支援の発展過程に見られる特徴は､問題が

発生し､その間題を解決するような支援から､マシショ●

ン管理にかかわる根本的な問題を解決するための社会各

部門の連携を図るような支援に重心を移行させようとす

る傾向である｡このようなことは､マンション管理の問

題や トラブルは個別性があるため､国の統括的指導だけ

では効果があらわれにくく､各部門の連携による対応が

必要とされるためではないかと考えられる｡

このようなマンションに対する̀社会的支援を行う各部

門の内､特に地方自治体と管理組合団体について見てみ

た結果､地方自治体の取 り組みは､1990年代半ばか.ら住

宅関連審議会等でマンション問題が取 り上げられたこと

から始まり､まだ10年くらいしか経っていなrい｡また､

大都市圏を中心とした都道府県及び政令指定都市では､

マンション関連調査 ･研究､情報提供､セミナー開催､

相談 ･アドバイスなどのような取り組みが市町村レベル

より進んでおり､市町村レベルの取 り組みがまだ充分で

はないことが分かった｡マンション問題の個別性に対応

するためには市町村レベルの取 り組みが必要となると考

えられるが､本研究では検証できず､今後の課題として

残っている｡

5.2 今後の課題-マンション管理の社会的支援のシス

テム研究に向けて

以上のまとめに基づいて､今後の社会的支援のシステ

ムの研究に向けていくつかの課題を述べてみる｡

まず､分譲マンションに対する社会的支援が住宅政策

として定着するた吟に､一般論ではなく､地方自治体で

マンション管理に対する公的支援を行うことを論理的に

検証する必要があると考えられる｡

また､マシション管理問題の類型化､地域によるマン

ションの類型化を行い､かつ居住者の要望等を調べ､ど

のような社会的支援が必要なのかを検証する必要があ

る｡さらに､地方自治体と管理組合団体の連携の状況を

把握､連携を促進させるような仕組みづ くりが必要であ

る｡

(9)
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本稿では述べていないが､マンションの計画 ･供給 ･

販売 (分譲)段階から管理問題に取 り組んだ国や地方自

治体の指導への方向提示が必要である｡また､今回は3

つの部門のみ取 り上げたカ㍉ 外郭団体の役割や管理専門

職能についても調べ､総合的な部門で社会的支援のシス

テムを確立させる必要があると考えられる｡

本稿は2002年度日本建築学会近畿支部研究発表会におい

て発表した研究報告の一部に加筆したものである｡

注

1.建設省の建築着工統計を基に推計した｡

2.1997年度～2000年度における (財)マンション管理

センターの相談実績によると､｢管理組合の運営｣､

｢管理規約等｣に関するものがもっとも多 く､次に

｢修繕計画 ･修繕工事｣､｢修繕積立金運用 ･債務保証｣

の順である｡又､管理組合の運営 ･管理 ･規約等に

関する相談内容は2000年度に急速に増加する傾向で

あった｡(文1を参照)

3.文2引用

4.文4参照

5.居住者の合意形成が円滑に図られるような条件づ く

りのため､分譲マンションを良質なス トックとして

維持 ･形成させるため､分譲マンションの維持 ･管

理に係る諸問題が改善されなし､まま推移し､将来大

きな社会問題へ発展することを防ぐために行政関与

が必要と述べている｡(文17参照)

6.マンション管理の内部システムに関する研究は大阪

市大梶浦研究室で約20年前から取 り組んできた研究

であり､文3､4にまとめられている｡

7.文3参照

8.マンション管理における行政の取 り･組みについての

一連の報告は､文5-文7参照

9.文8では､日本高層住宅協会及び高層住宅管理業協会

などを準公的機関と称している｡I

10.文8参照

ll.ヒアリング対象は､NPO法人関西分譲共同住宅管理

組合協議会､NPO法人京慈マンション管理対策協議

会､阪神マンション管理組合協議会､NPO法人奈良

県マンション管理組合連合会の4団体である｡

12.415組合ので､長期修繕計画を策定.している管理組合

は202組合 (48.7%)あり､竣工年次の古いものほど

策定率は高くなっている｡また､修繕積立金を積み
■

立てている管理組合は392組合 (94.5%)あったが､

その内長期修繕計画を策定していない管理組合が190
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組合 (48.4%)あ り､約半数の管理組合において長

期修繕計画に基づいて修繕積立金を積み立七ていな

いことが分かった｡文15参照

13.建設省の1999年度マンション総合調査 (丈lo)によ

ると､標準管理規約の認知状況は改正された標準管

理規約を知っている管理組合は45.6%､改正前の標

準管理規約を知っている管理組合は6.8%､嘩準管理

規約のことを知 らない管理組合が39.1%だった｡そ

のなかでも平成7年以降供給 されたマ ンションでは

51.6%が標準管理規約のことを知 らないと答えてい

る｡

14.具体的な内容を文14より抜粋

第3今後の検討課題

マンション管理に関する施策については､以上の結果を

踏まえ､マンション居住者保護の観点から､次の措置を

講ずる必要がある｡

1管理業者の登録制度については､その推進を図ると

ともに､登録審査を適切に行い､真に管理組合が管

理業者を選定する際の 目安 となる制度 とすること｡

また､登録簿等の閲覧については､マンション管理

組合の便宜を図るため､都道府県等地域の行政機関

において対応する方策を換討する･こと｡

2管理業者に対 しては､中高層共同住宅標準管理委託

契約書への準拠､中高層分譲共同住宅管理業務処理

準則の遵守について指導すること｡

3マンション居住者等に対 しては､管理業者の登録制

度などマ ンション管理に関する国､の諸施策の周知､

啓蒙を図っていくこと｡

4なお､マンション居住者 と管理業者とのマンション

管理に関する トラブルを公平な立場から相談に応 じ､

指導するため､都道府県等地域の行政機関において､

マンション管理問題に関する相談窓口の設置につい

ても検討すること｡

15.文18引用

16.自治体の規模別で､担当部門のある割合は都道府県

が95.7%､政令指定都市が100.0%､東京23区が

95.7%だが､市レベルは1万戸以上が62.5%､1万戸未

満の市が40.0%である｡

17.自治体 の規模別職 員数 は都 道府 県 レベ ルが1人

(34.8%)､政令指定都市 レベルで4人以上 (45.5%)､

東京23区及び市 レベルで2人 (区レベルが36.4%.､1

万戸以上の市が40.0%､1万戸未満の市が50.0%)が

もっとも高い割合を見せている｡ .

18.施策取 り組みのきっかけは①議会で取 り上げられた

ので⑧住宅政策関連の審議会の答申があったので⑨

(10)

国などの指導で④住宅政策担当部局で独 自に検討の

結果,必要と思ったので⑤ ｢マ ンション管理適正化

法｣ができる動きがあったの.で,又はできたので⑥

その他の項目をあげて答えてもらった｡
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分譲マンション管理の社会的支援に関する考察

一国､地方自治体､管理組合団体の取り組みを中心に-

金 貞仁 ･梶浦 恒男 ･藤田 忍

要旨 :本研究は､分譲マンションに対する国､地方自治体､管理組合団体の取 り組みを把握し､社会支援のこれまでの

傾向を明らかにすることによって､今後の社会的支援システム構築のためめ課題を明確にすることを試みている｡

マンション管理に対する行政施策の発展過程は､①マンション販売指導期②管理問題指導期③維持管理指導期④地方

自治体施策展開期⑤マンション管理の法律制定期の5つの時期に分かれる｡ 行政による支援の発展過程の特徴は､当初

問題が発生してから国主導で解決する丁問題後追い型｣から各部門の連携をはか り､根本的問題を解決しようとする

｢問題事前対応型｣を志向しつつある｡

地方自治体の中では都道府県や政令指定都市より市町村レベルの取 り組みが充分ではないことがわかり､市町村レベ

ルの積極的な取 り組みが求められる｡

今後は､居住者の要望を調べ､マンション管理に対する公的対応の必要性を明確にし､社会的支援のシステムを確立

させることが必要である｡

(ll)




